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【手続補正書】
【提出日】令和2年12月22日(2020.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技が可能な遊技機であって、
　前記遊技機の一側辺側から前方に張り出す張出部を備え、
　前記遊技機の他側辺側であって該遊技機で遊技を行う遊技者から視認可能な第１位置に
、該遊技機に関する情報である第１情報が表示され、
　前記張出部の内側であって該遊技機で遊技を行う遊技者から視認可能な第２位置に、該
遊技機に関する情報である第２情報が表示され、
　前記張出部の外側であって該遊技機で遊技を行う遊技者から視認不能な第３位置に、該
遊技機に関する情報である第３情報が表示され、
　前記第１情報と前記第２情報とは異なる情報であるとともに、前記第１情報と前記第３
情報とは異なる情報であり、
　遊技が行われる遊技部は、前記第１位置と前記第２位置の間に配置されており、
　前記第１情報は、前記遊技機が特別状態であることを示唆するための情報であり、
　前記第２情報と前記第３情報とは、前記遊技機が特定状態であることを示唆するための
情報であり、
　前記遊技機で遊技を行う遊技者の該遊技機の一側辺側の側方であって前記第２情報を視
認不能な位置から前記第１情報と前記第３情報とを視認可能である
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　　上記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機であって、
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　前記遊技機の一側辺側から前方に張り出す張出部を備え、
　前記遊技機の他側辺側であって該遊技機で遊技を行う遊技者から視認可能な第１位置に
、該遊技機に関する情報である第１情報が表示され、
　前記張出部の内側であって該遊技機で遊技を行う遊技者から視認可能な第２位置に、該
遊技機に関する情報である第２情報が表示され、
　前記張出部の外側であって該遊技機で遊技を行う遊技者から視認不能な第３位置に、該
遊技機に関する情報である第３情報が表示され、
　前記第１情報と前記第２情報とは異なる情報であるとともに、前記第１情報と前記第３
情報とは異なる情報であり、
　遊技が行われる遊技部は、前記第１位置と前記第２位置の間に配置されており、
　前記第１情報は、前記遊技機が特別状態であることを示唆するための情報であり、
　前記第２情報と前記第３情報とは、前記遊技機が特定状態であることを示唆するための
情報であり、
　前記遊技機で遊技を行う遊技者の該遊技機の一側辺側の側方であって前記第２情報を視
認不能な位置から前記第１情報と前記第３情報とを視認可能である
　ことを特徴としている。
　本発明の手段１の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（例えば、遊技機１／パチンコ遊技機やスロットマシンなど）であ
って、
　前記遊技機の一側辺側（例えば、右側辺側）から前方に張り出す張出部（例えば、右張
出部１２Ｒ）を備え、
　前記遊技機の他側辺側（例えば、左側辺側）であって該遊技機で遊技を行う遊技者から
視認可能な第１位置（例えば、左張出部１２Ｌの内側）に、該遊技機に関する情報である
第１情報（例えば、「ＡＴ！」の文字列）が表示され、
　前記張出部の内側であって該遊技機で遊技を行う遊技者から視認可能な第２位置（例え
ば、右張出部１２Ｒの内側）に、該遊技機に関する情報である第２情報（例えば、「ＢＯ
ＮＵＳ！」の文字列）が表示され、
　前記張出部の外側であって該遊技機で遊技を行う遊技者から視認不能な第３位置（例え
ば、右張出部１２Ｒの外側）に、該遊技機に関する情報である第３情報（例えば、「ＢＯ
ＮＵＳ！」の文字列）が表示され、
　前記第１情報と前記第２情報とは異なる情報であるとともに、前記第１情報と前記第３
情報とは異なる情報である（図２参照）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技者に伝達可能な情報を多様化できるとともに、第３者に伝達可
能な情報も多様化できる。
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